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船舶事故調査報告書 

  

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年４月８日 ０４時４０分ごろ 

発生場所 福岡県苅田
か ん だ

町苅田港 

 苅田港南防波堤灯台から真方位１６１°５５５ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４６.９′ 東経１３１°００.６′） 

事故の概要  漁船金
きん

龍
りゅう

丸は、北東進中、防波堤の被覆石に乗り揚げた。 

 金龍丸は、舵柱の曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年４月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 金龍丸、４.７トン 

 ＦＯ３－３０３９８（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.６６ｍ（Lr）×２.８８ｍ×１.０８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４６.３４kＷ、昭和５７年８月７日 

 第２９０－４６０６８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和４９年９月３０日 

  免許証交付日 平成３０年１１月１２日 

         （令和６年６月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵柱に曲損、船底部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時、潮高 約６５cm 

日出時刻：０５時５５分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、い
・

か
・

かご漁の目的で、平成３１年

４月８日０４時３０分ごろ福岡県行
ゆく

橋
はし

市簑
みの

島周辺海域の漁場に向けて

苅田港を出発した。 

本船は、船長が苅田港神ノ島東第３号灯浮標（以下「本件灯浮標」

という。）と“南港岸壁から北北西方に延びる防波堤”（以下「本件

防波堤」という。）先端との間（約５０ｍ）を航行したのち右転する

こととし、約７.０ノットの対地速力で北東進した。 
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本船は、船長が操舵室の右舷側甲板に座って船首方を見ながら操船

に当たり、本件防波堤に近づいたところで本件灯浮標と本件防波堤先

端との間を通過したと思い右舵を取ったところ、本件防波堤先端が至

近に見えたので機関を後進としたものの、０４時４０分ごろ本件防波

堤先端の被覆石に乗り揚げた。 

本船は、船長が海上保安庁に本事故の発生を通報したのち救助を待

っていたところ、潮位が上がったので０５時４０分ごろ自力で離礁

し、自力航行で定係地に戻った。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

本船は、操舵室にＧＰＳプロッター及び魚群探知機を設置していた

が、レーダーは設置していなかった。 

本船は、本事故当時、ＧＰＳプロッターを作動させていたが、船長

は、港内では目視で航行できるものと思っていたので同プロッターを

見ていなかった。 

船長は、本件灯浮標の灯光が見えていたものの、本件防波堤は日出

前でよく見えなかったと本事故後に思った。 

被覆石は、本件防波堤の先端及び港内側に設置されていた。 

船長は、本件防波堤先端に被覆石があり、航行の障害となることを

知っていた。 

船長は、本件灯浮標を右舷側に見て右転すれば本件防波堤に接近せ

ず航行できることを知っていたが、そのように航行すると南港岸壁に

向かう航行船舶の邪魔になると思い、ふだんから本件灯浮標と本件防

波堤との間を航行していた。 

船長は、固型式の救命胴衣を着用していた。 

船長は、苅田港内及びその周辺海域を航行した経験が約４０年あっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、苅田港内を北東進中、船長が、本件防波堤先端が明確に視

認できない状況下、本件防波堤に近づいた際、本件灯浮標と本件防波

堤との間を通過したと思い、転針予定場所の手前で右転したことか

ら、本件防波堤先端の被覆石に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、本件防波堤先端に被覆石があることを知っていたが、本件

灯浮標を右舷側に見て航行すると南港岸壁に向かう航行船舶の邪魔に

なると思い、ふだんから本件灯浮標と本件防波堤との間を航行してい

たものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が苅田港内を北東進中、船長が、本件防波堤
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先端が明確に視認できない状況下、本件防波堤に近づいた際、本件灯

浮標と本件防波堤との間を通過したと思い、転針予定場所の手前で右

転したため、本件防波堤先端の被覆石に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間に防波堤付近を航行する際は、ＧＰＳプロッターを有効に活

用して自船の位置を把握すること。 

・航行する際は、被覆石の存在も考慮し、防波堤から十分な距離を

とって通過した後、変針すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州 

事故発生場所 

（平成３１年４月８日 

０４時４０分ごろ発生） 

 

福岡県 

苅田町 

苅田港南防波堤灯台 

苅田港神ノ島東第３号灯浮標 

定係地 

南港岸壁 

予定コース 

航行したコース 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


